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１．調査の目的 

市営住宅に係る維持管理業務や建替事業等について、公共

施設等運営権事業（以下、「コンセッション」）、収益型事業、

公的不動産利活用事業等の手法及びその複合的活用を含め、

民間活用（以下、「民活」）の導入可能性を調査すること。

２．本調査における民活モデル 

本調査は市営住宅の維持管理業務や建替事業等について、

民間事業者の活用の可能性を探るものであることから、大き

く、「維持管理業務」と「建替事業」に関する民活モデルの２

つを設定した。

３．検討結果の総括 

（１）【モデル１】市営住宅全体の管理・運営効率化等を図

るモデル 

○公営住宅の維持管理に関して民間事業者等の活用を図る

方式として、本市が採用している管理代行制度のほかに、

指定管理者制度とコンセッションがある。 

○市営住宅のさらなる管理・運営の効率化や質の向上を図

るために、市の市営住宅管理代行業務の状況を踏まえつ

つ現行の管理代行制度の拡大（現在の修繕等に関する業

務範囲の拡大）を検討するとともに、民間事業者による

指定管理者制度やコンセッションの活用を検討した。 

■市営住宅全体の管理・運営効率化を図るモデル（基本計画素案）の比較 

パタン パタン１：管理代行の拡大 パタン２：指定管理者制度の活用 パタン２´：コンセッションの活用 

①スキーム

図 

②制度主旨 ○住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図
る観点から、法律に基づく管理権限の行使を
含む一体的な管理を、中立公平な立場に立っ
て、適切な判断を行いうる住宅供給公社等に
限って認める公営住宅法固有の制度。

○公の施設について、管理、運営を民間事業者
等に委ねることができる制度。民間事業者等
のノウハウを導入することで、効率化や住民
サービスの質の向上を図るもの。 

○利用料金の徴収を行う公共施設等について、
利用料金の徴収を含め、運営権者（民間事業
者）が自ら当該公共施設等の運営を行う制度。
利用者ニーズを反映した質の高いサービスの
提供を目指すもの。

③業務形態 ○事業主体から管理代行料を得て、一定の管理
権限の行使を含めた公営住宅に係る維持管理
業務等を実施する。 

○維持管理業務の受託ビジネスとして、業務の
合理化等による支出の縮減を図りながら、指
定管理料に応じた公営住宅に係る維持管理業
務等を実施する。 

○公営住宅の場合、法令等の制約から家賃収入
の増加は限られることから、指定管理者制度
とそれほど変わらないビジネスネスモデルに
なると考えられる。 

④業務範囲 家賃の決定等の地方公共団体のみが行う行為× 左記項目× 左記項目×（家賃の徴収は実施可能）

（制度上） 入居者の決定等の権限を伴う管理事務○ 左記項目×（補助的な業務は実施可能） 左記項目×（補助的な業務は実施可能）

建物の維持・修繕等の事実行為○ 左記項目○ 左記項目○

⑤採用実績 85 地方公共団体（Ｈ29.3 公社による実績に限る） 45 地方公共団体（Ｈ28.12 67 都道府県・政令市中） なし 

⑥事業者 川崎市住宅供給公社 民間事業者等 民間事業者等

⑦期間 ５年間を想定（現行の運用を考慮） ５年間を想定（事例を考慮） 10～15 年以上（民間事業者ヒアリングを考慮）

⑧業務範囲

の想定 

現行の川崎市の管理代行業務（注）＋長寿命化改善事業等＋入居者移転支援（建替事業等）＋付帯事業・付加サービス等 

注）指定管理者制度及びコンセッションにおいても、最大限の補助的業務を行うことで、実質的には同様の業務範囲をカバーしうる。

⑨民間事業

者の意向 

－
（制度上、管理代行者は住宅供給公社又は地方

公共団体に限られる）

○本市の市営住宅事業への参画に意欲あり。 
○管理代行制度で実施している業務内容は、指
定管理者制度でも実質的にカバー可能。

○制約が大きい公営住宅事業におけるコンセッ
ション導入のメリットが不明確。 

○コンセッションならではの新たな付帯事業・
付加サービスの具体的な提案はない。

⑩特徴 ○公社は地方住宅公社法に基づく公的主体とし
て、管理代行者のみに許容された一定の管理
権限の行使を含む公営住宅の管理を実施でき
る。 

○公社は、管理代行制度の実施を前提とした体
制を現に有しており、これまでの管理代行業
務を通じた経験と実績に基づく知見を活用し
た円滑な業務実施が期待できる。 
また、これまでの管理代行業務の実施を通じ
て、市や入居者との間で信頼関係を構築して
いる。 

○住宅政策の一翼を担う公的主体として、高齢
者住宅相談員による生活サポート等の自主事
業を実施している。 

○出資法人として、川崎市契約条例等により、
市内中小企業者の受注機会の増大が求められ
ており、工事の分離・分割発注を行っている。 

○管理代行者として市が指定する際には住宅政
策審議会の意見を踏まえる一方、選定に際し
て他事業者との競争にさらされないことか
ら、コスト縮減、付加サービス等に係る創意
工夫や提案のインセンティブが、他のパタン
よりも高くないと考えられる。

○事業者選定時の競争等により、民間事業者の
経験・実績に基づく創意工夫を発揮させるこ
とができる。具体的には、民間賃貸住宅の管
理実績・ノウハウに基づく充実した付加サー
ビス（例：高齢者等の見守り、外国人対応サ
ービス）等の提供、業務実施体制の合理化（既
存の体制の援用等による）等に伴うコスト縮
減等の可能性がある。また、他都市において、
家賃等の収納率等に応じた報奨やペナルティ
を組み合わせることで、地方公共団体の需要
リスク（例：家賃収納率の低下）を民間事業
者に移転する仕組みを導入している事例があ
る。 

○指定管理者が変更された際、それまでに培っ
た入居者との信頼関係やノウハウ・サービス
内容をそのまま継続することが難しい場合が
考えられる。生活の場として入居者が継続的
に利用する施設である市営住宅の特性から、
こうした変更が入居者へのサービスの質に影
響を与える可能性がある。 

○指定管理者の選定にあたって過度なコスト競
争が行われた結果、サービスの質の低下につ
ながる恐れがある。 

○同左 

○運営権者は計画的な維持管理等の実施による
コストコントロール、人材の育成、業務改善
による業務品質の向上を見込むことができ
る。これは 10年を超える長期契約による効果
であり、管理代行制度や指定管理者制度の事
業期間を長期化することで同様の効果を得る
ことができるものと考えられる。 

○民間事業者の参画意欲は低い（ヒアリング結
果）。 

維持管理業務 

⇒管理代行方式が採用されてい

る現状を踏まえると、一部の団

地の管理を別の民間事業者に

委ねるよりも、市営住宅全体を

対象にスケールメリットを活

かした民活の可能性を検討す

る方が合理的。 

モデル１ 

市営住宅全体の管

理・運営の効率化等

を図るモデル 

建替事業 

⇒民間事業者の参画可能性を高め

つつ、将来的な人口減少を見据

えた団地の集約・再編により計画

的な建替事業と地域ニーズを踏

まえた機能の導入等を検討してい

くことが求められる。加えて、多くの

団地に活用できる汎用性の高い

成果が得られることが望ましい。 

モデル２ 

団地の集約・再編に

より計画的な建替

事業の実施を図る

モデル 

ﾊﾟﾀﾝ1：管理代行の拡大

賃料収受手続き

委託・建設
請負契約

修繕等
の実施

管理代行
手続き・サービス
の提供

公社

建設会社等

使用者

川崎市
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ﾊﾟﾀﾝ2’：ｺﾝｾｯｼｮﾝ

手続き

委託・建設請
負契約

修繕等の
実施

ｺﾝｾｯｼｮﾝ契約
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賃料ｼｪｱ
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（２）【モデル２】団地の集約・再編により計画的な建替事業の実施を図るモデル 

○公営住宅の建替えに関するＰＦＩ事業については、これまでに全国で 50 件程度の実績がある。その目

的は設計施工の一括性能発注による整備コストの一層の縮減や地方公共団体の人員・ノウハウ不足への

対応のほか、余剰地処分収入の獲得（建替事業費の捻出）、地方公共団体の財政負担の平準化等である。

本市において、将来的な人口減少を見据えた集約・再編の検討を行うにあたり、他都市のＰＦＩ実績を

参考にして、民活が今後の社会経済状況の変化に対応した選択肢の一つとなるよう、実在する市営住宅

を対象として導入の可能性やその事業の方向性等をモデル的に検討した。 

○民間事業者の参画可能性を高めるためには、一定の建設事業規模とともにまとまった余剰地を確保して

いくことが求められる。立地に恵まれた大規模団地が少ない等の本市の団地特性を考慮すると、複数の

団地が連携して集約・再編を行いながら計画的に事業を進めていくことが有効と考えられる。そこで、

選定した高津区北部、宮前区南部、川崎区南部の３グループの中で、最も適切と考えられる複数の団地

の組合せとその連携事業イメージを整理した。そのうち、主な２地区の特徴は以下のとおりである。 

■団地の集約・再編により計画的な建替事業の実施を図るモデル（基本計画素案）の特徴 

地区名（団地名） 高津区北部（上作延／上作延第２／日向） 川崎区南部（京町Ａ・Ｂ／小田） 

①連携事業案 上作延・上作延第２に市営住宅を集約し、日向に余剰地を創出 京町Ａ・Ｂに市営住宅を集約し、小田に余剰地を創出 

事業

イメージ ＊駅徒歩圏の小規模団地と駅バス圏の大規模団地の集約連携事業モデル（市北部）の例 ＊総合設計制度を活用した高度利用による小規模団地の集約連携事業モデル（市南部）の例 

②事業方式＊１ ＢＴ方式／ＢＴＯ方式 ＢＴ方式／ＢＴＯ方式 

③事業概要 

④民間事業者の意

向

○上作延・上作延第２において余剰地を創出した場合の活用方法は社により見解が異なるが、一定の

参画意欲あり。駅に近い日向については、まとまった余剰地として活用できることは望ましいとい

う評価。 

○京町において余剰地を創出した場合の活用に意欲的な社がある一方で、川崎区内の団地の評価が低

い社がある。小田については、一定の評価をする社があるが、京町単体で再編を行う方が参画しや

すいという社もあり。 

⑤民活の成立条

件（留意事項） 

○一定の建設事業規模（民間事業者のヒアリング例：総工事費 30 億円程度）とともに、日向をまと

まった余剰地として確保すること。 

○日向・上作延に創出する余剰地については、地域に求められる機能の導入とあわせて、民間事業者

の創意・工夫を活かした提案ができること。 

○上記のとおり、民間事業者の評価等が分かれている。事業化の際には、民間事業者の意向を考慮し

ながら、小田との連携事業の意義や内容を掘り下げていくことが求められる。 

○京町における総合設計制度の適用。 

⑥効果 ○余剰地の活用により、津田山駅周辺のニーズ等を踏まえた生活支援機能等の充実等とともに、一定

の収益が見込める。 

○余剰地の活用により、今後策定予定の「南武支線沿線まちづくり方針」を踏まえたまちづくりに寄

与するとともに、一定の収益が見込める。 
＊１ ＢＴ（Build・Transfer）方式＝民間事業者による設計・建設後に公営住宅を地方公共団体が取得し、地方公共団体が管理運営を行う方式／ＢＴＯ（Build・Transfer・Operate）方式＝民間事業者による設計・建設後に公営住宅を地方公共団体が取得し、民間事業者が管理運営

の一部を行う方式 

＊２ 都市計画マスタープランや住宅基本計画等における本市の方針を踏まえるとともに、団地周辺の施設の立地状況を勘案した余剰地活用例（実際に事業化する際には、地域課題やニーズ等を踏まえた活用方針を示すことが必要

Ａ街区
205 戸

Ｂ街区
140 戸 165 戸

上作延（従前 373戸） 上作延第２（従前 123戸） 日向（従前 124戸）

8,953 ㎡ 
（余剰地） 

Ｃ街区
102 戸 Ｄ街区 

2,687 ㎡ 
（余剰地） 

■ 公営住宅整備敷地

■ 余剰地 

【余剰地活用例＊２】 

高齢者福祉施設等 

【余剰地活用例＊２】 

多世代型住宅＋高齢者福
祉・子育て支援施設等 

【公営住宅整備敷地】 

計 612戸（上作延：447/上作延第２：165） 

5,730 ㎡ 
（余剰地） 

京町耐火 A
91 戸 

京町耐火 B
117 戸 

■ 公営住宅整備敷地

■ 余剰地 

京町Ａ・Ｂ 

（従前 136戸）

小田 

（従前 72戸）

【公営住宅整備敷地】 208 戸 

【余剰地活用例＊２】 

都市型住宅＋高齢者福祉施設等＋ 
オープンスペース（地域交流・災害時対応） 

駅バス圏大規模団地 
建替 

社会福祉
施設等 

建替 

定期借地（必要
に応じ無償貸付）

管理・運営

段階 

市営住宅の管理は市が実施（管理代行制度等の活用） 
従前 

余剰地 
活用 

駅徒歩圏 
小規模団地 

核施設（多世代型
マンション等） 

余剰地 
活用 

売却又は定期借地 
生活支援施設等 駅 

駅 
駅 

小規模な団地が
分散して立地 

市営住宅の管理は市が実施
（管理代行制度等の活用） 総合設計を活用

し高度利用 

売却又は定期借地 

生活支援

施設等 

建替

駅 

余剰地
活用 

核施設（多世代
型マンション等）

従前 管理・運営段階 


